
協議第４４号 

 

環境衛生事業の取扱いについて 

 

環境衛生事業の取扱いについて提出する。 

 

平成１６年４月７日 

 

矢部・清和・蘇陽合併協議会会長 甲 斐 利 幸 

 

環境衛生事業の取扱いについて（合併協定項目番号：３５） 

 

 環境衛生事業の取扱いについては、次のとおりとする。 

 

１ ごみの収集方法等については、以下のとおりとする。 

①ごみ収集委託については、矢部町が平成１８年度までの契約となっているので、

それまでは３町村とも現行のままとする。 

②収集日、分別方法、収集場所については、新町においても現行のまま実施する。

２ リサイクル推進員、生ごみ処理機購入助成事業については、合併後、新町におい

て検討する。 

リサイクル啓発事業については、新町においても実施することとし、内容等につ

いては新町において調整する。 

３ ごみの資源化（家電リサイクル法関連）、一般廃棄物処理事業、一般廃棄物処理許

可業務、し尿・浄化槽汚泥の収集及び処分、環境に関する苦情処理状況について

は、新町においても引き続き実施する。 

４ 不法投棄ごみ防止については、３町村の現状等を把握し、合併後新町において調

整する。 

５ 地球温暖化対策実行計画については、合併後新町において策定する。 

太陽光発電システム設置費補助については、合併後、新町において検討する。 

６ 病害虫等駆除対策については、合併後新町においても実施する。 

なお、一斉駆除については必要に応じて適宜対応することとし、防疫剤配布につ

いては実施しないこととする。 

７ 環境美化推進事業（クリーン作戦等）については、新町においても引き続き実施

する。 

   なお、各事業の実施内容等については合併後新町において調整する。 

８ 公害防止協定については、新町へ引き継ぐ。 

９ 公害調査については、新町においても引き続き実施する。 

なお、河川の水質検査の検査項目等については、合併後新町において調整するこ

ととし、その他の調査については適宜対応とする。 



１０ 各種公害法に基づく届出については、新町においても引き続き実施する。 

１１ 動物愛護事業（狂犬病予防他）については、新町においても引き続き実施する。

なお、狂犬病予防事業の注射実施日等については、合併後、新町において調整す

る。 

犬の避妊手術助成の助成金等については、合併後、新町において検討する。 

   不要犬・猫の処理については、矢部町の例とする。 

１２ 食品衛生協会補助については、合併後、新町において検討する。 

１３ 合併処理浄化槽設置整備事業補助については、新町においても引き続き実施する。

   ただし、トレンチ方式浄化槽補助を除く。 

なお、補助金額等については、合併後新町において調整する。ただし、面的整備

で合併前からの継続分については、現行の補助金額とする。 

１４ 廃棄物処理計画、環境に関する条例については、３町村の現状等を考慮し、合併

後新町において新たに策定する。 

１５ 附属機関（公害対策・環境保全審議会）については、合併後、新町において検討

する。 

 

 

 平成１６年４月７日 確認 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１ 事務事業名 ごみの収集状況  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 
ごみの収集方法等については、以下のとおりとする。 
① ごみ収集委託については、矢部町が平成１８年度までの契約となっているので、それまでは３町村とも現行のままとする。 
② 収集日、分別方法、収集場所については、新町においても現行のまま実施する。  

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

収集方法 

委託業者により収集計画に基づく収集運搬 

７地区に分け収集。 

委託収集：個人業者 

委託期間：５年間（Ｈ１４～１８） 

収集車輌： 

委 託 料：20,475,000 円／年 

委託業者により収集計画に基づく収集運搬 

３地区に分け収集。 

委託収集：個人業者 

委託期間：１年間 

収集車輌：１台２ｔ平ボディ車（個人車輌） 

委 託 料：5,700,000 円／年 

委託業者により収集計画に基づく収集運搬 

２地区に分け収集 

委託収集：個人業者 

委託期間：１年間 

収集車輌：１台２ｔ平ボディ車（町所有車輌） 

委 託 料：4,800,000 円／年 

収集日 

・可燃物（全地区）   ２回／週 

 

・資源ゴミ  １回／月 

・不燃物   １回／３ヶ月 

・粗大ゴミ  １回／３ヶ月 

・可燃物   Ａ地区   ２回／週 

Ｂ・Ｃ地区 １回／週 

・ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ缶    １回／月  （月曜日） 

・空き瓶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ １回／２ヶ月（月曜日） 

・不燃物、粗大ゴミ １回／２ヶ月（月曜日） 

・可燃物（全地区）   ２回／週 

 

・ｱﾙﾐ、ｽﾁｰﾙ缶、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ １回／４週（水曜日）

・空き瓶、紙パック   １回／８週（水曜日）

・不燃物、粗大ゴミ   １回／８週（水曜日）

分別状況 

分別数：11 分別 

分別区分：可燃ごみ 

不燃ごみ 

・金属類、ガラス、陶器類 

資源ごみ 

・ビン類（無色、茶色、その他） 

・缶類（スチール、アルミ） 

・ペットボトル 

・紙パック 

粗大ごみ 

矢部町と同じ 矢部町と同じ 

収集場所 
各地区ステーション設置 ２００ヶ所 

 

各地区にステーション設置 ９４ヶ所 

 

各地区にステーション設置 １０１ヶ所 

 

ごみの収集方法等については、以下

のとおりとする。 
 
① ごみ収集委託については、矢部

町が平成１８年度までの契約

となっているので、それまでは

3町村とも現行のままとする。 
 

② 収集日、分別方法、収集場所に

ついては、新町においても現行

のまま実施する。  

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－２ 事務事業名 ごみの資源化（啓発活動・排出抑制）  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 リサイクル推進員、生ごみ処理機購入助成事業については、合併後、新町において検討する。 
リサイクル啓発事業については、新町においても実施することとし、内容等については新町において調整する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

リサイクル 

推進員 

設置なし 推進員数：各種集場所毎に設置。 

選出方法：各集落より選出。 

活動状況：資源ゴミ収集日に収集場所に立ち会

い、分別等の指導をする。 

先進地研修の実施 

      （保健所の補助により実施） 

報酬等 ：なし 

設置なし 

 

リサイクル 

啓発事業 

リサイクル啓発標語 

 報償費（副賞代）１５０千円 

  町内の小中学生から募集 

  小学校の部（賞状及び副賞） 

金賞 １点、銀賞 ２点 

銅賞 ３点、佳作１０点 

 

   中学校の部 上に同じ 

 

リサイクル啓発チラシ 

  需用費（印刷製本費）２３７千円 

  標語における各部門の金賞作品を印刷し、

全戸配布 

実施なし 実施なし 

生ゴミ処理

機購入助成

事業 

生ごみ処理機購入助成金（電動） 

２０，０００円／個 

  Ｈ１４年度実績：５０基 

 

生ごみ器（コンポスト）購入助成 

３，０００円／個 

Ｈ１４年度実績：０個 

生ごみ器（コンポスト）購入助成 

    ２，０００円／個 

Ｈ１４年度実績：２個 

 

リサイクル推進員、生ごみ処理機購

入助成事業については、合併後、新

町において検討する。 
 
リサイクル啓発事業については、新

町においても実施することとし、内

容等については新町において調整

する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－３ 事務事業名 ごみの資源化（家電リサイクル法関連）  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 ごみの資源化（家電リサイクル法関連）については、新町においても引き続き実施する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

家電リサイクル 家電小売業者との特定家庭用機器廃棄物の収

集運搬に関する覚書の締結（平成１２年度） 
  

矢部町内 ６社 
 
品目：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン

 
 
 
町における不法投棄特定家電リサイクル処分

費計上 
  平成１４年度 ６８千円 

家電小売業者との特定家庭用機器廃棄物の収

集運搬に関する覚書の締結 
   

矢部町 １社 
 
品目：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン 

 
 
 
村における不法投棄特定家電リサイクル処分

費は計上していない。必要があればその時点で

予算措置、または予備費流用により対処。 
 
 
 
家電リサイクル関連リーフレットの配布 

家電小売業者との特定家庭用機器廃棄物の収

集運搬に関する覚書の締結 
   

矢部町５社、清和村１社、蘇陽町１社 
 

品目：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン

 
 
 
町における不法投棄特定家電リサイクル処分

費計上 
  平成１４年度 １３７千円 
 
 
 
家電リサイクル関連リーフレットの配布 

新町においても引き続き実施する。 

 
 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－４ 事務事業名 不法投棄ごみ防止  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 不法投棄ごみ防止については、３町村の現状等を把握し、合併後新町において調整する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

不法投棄対策 不法投棄廃棄物撤去業務委託     6,875 千円 

 

環境保全推進員（１６名）による巡視及び報告

不法投棄防止啓発用看板設置     0 千円 

 

不法投棄箇所進入防止柵設置     0 千円 

 

大型ごみ収集            0 千円 

不法投棄防止啓発用看板設置   100 千円 

 

不法投棄箇所進入防止柵設置   300 千円 

 

大型ごみ収集          489 千円 

収集運搬費用：町負担 

処理費用：排出者負担 

 

蘇陽町環境保全審議会委員及び区長へ「不法投

棄防止パトロール車」ステッカーを配付し、抑

止活動を行っている。  

 

阿蘇地域一帯でのポイ捨て条例（環境美化条例）

制定及び啓発看板設置による不法投棄の防止

（平成６年３月制定） 

 

阿蘇地域振興局と阿蘇郡内郵便局（２７局）に

よる「不法投棄対策に関する協定」（平成１２年

１０月締結） 

３町村の現状等を把握し、合併後新

町において調整する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－５ 事務事業名 一般廃棄物処理事業  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 一般廃棄物処理事業については、新町においても引き続き実施する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

処理施設等 

矢部町外２ケ町村衛生施設組合の共同処理す

る事務に伴う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に

関する事務に基づく。（３ケ町村同一） 
  
小峰クリーンセンター 

 千滝クリーンハウス 
 
 
 
平成１４年度負担額：３０７，６５６千円 

矢部町と同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成１４年度負担額：９４，４３９千円 

矢部町と同じ 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成１４年度負担額：１２６，９７７千円 

新町においても引き続き実施する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－６ 事務事業名 一般廃棄物処理許可業務  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 一般廃棄物処理許可業務については、新町においても引き続き実施する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

許可業務 

・一般廃棄物処理収集運搬業（ごみ・し尿） 

・浄化槽清掃業 

矢部町と同じ 矢部町と同じ 

許可期間 
２年間 矢部町と同じ 矢部町と同じ 

許可区域 
町内全域 矢部町と同じ 矢部町と同じ 

処理手数料 

ごみ：無料 

し尿：１リットルにつき８円に処理量を乗じた額

に１００分の１０５を乗じて得た額（収集

運搬手数料として） 

矢部町と同じ 矢部町と同じ 

許可業者 

一般廃棄物処理収集運搬業 

 ・一般廃棄物（し尿等を除く）  

   橋本好教（矢部町） 

   (有)国見総業（矢部町） 

(株)環境（阿蘇郡黒川） 

(有)東海サプライズ熊本(矢部町) 

(株)西技工業（福岡） 

 ・一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）２社 

   (有)上益城清掃公社（矢部町） 

   (資)みずほ環境公社（矢部町） 

 

浄化槽清掃業 ２社 

   (有)上益城清掃公社（矢部町） 

   (資)みずほ環境公社（矢部町） 

一般廃棄物処理収集運搬業 

 ・一般廃棄物（し尿等を除く） ２社 

   高木邦子（清和町） 

   (有)国見総業（矢部町） 

 

 

 

 ・一般廃棄物（し尿及び汚泥） ２社 

   (有)上益城清掃公社（矢部町） 

   (資)みずほ環境公社（矢部町） 

 

浄化槽清掃業 ２社 

   (有)上益城清掃公社（矢部町） 

   (資)みずほ環境公社（矢部町） 

一般廃棄物処理収集運搬業 

 ・一般廃棄物（し尿等を除く） ２社 

   松下商会（蘇陽町） 

   (有)国見総業（矢部町） 

 

 

 

 ・一般廃棄物（し尿及び汚泥） ２社 

   (有)上益城清掃公社（矢部町） 

   (資)みずほ環境公社（矢部町） 

 

浄化槽清掃業 ２社 

   (有)上益城清掃公社（矢部町） 

   (資)みずほ環境公社（矢部町） 

新町においても引き続き実施する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－７ 事務事業名 し尿・浄化槽汚泥の収集及び処分  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 し尿・浄化槽汚泥の収集及び処分については、新町においても引き続き実施する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

収集状況 

収集体制：許可業者 ２社 

 

手数料 ：従量制 

 

収集方法：戸別収集 

収集体制：矢部町と同じ 

 

手数料 ：矢部町と同じ 

 

収集方法：矢部町と同じ 

収集体制：矢部町と同じ 

 

手数料 ：矢部町と同じ 

 

収集方法：矢部町と同じ 

処分状況 

処分先 ：矢部町外二ヵ町村衛生施設組合 

千滝クリーンハウス 

 

処理能力：４０ｋｌ／日 

 

処理方式：高負荷脱窒素処理 

 

収集処理量（Ｈ１３実績）：７，９２９ｋｌ 

    内 し尿    ４，１４１ｋｌ 

      浄化槽汚泥 ３，７８８ｋｌ 

 

組合分担金（Ｈ１３実績）：５６，６６８千円 

処分先 ：矢部町と同じ 

 

 

処理能力：矢部町と同じ 

 

処理方式：矢部町と同じ 

 

収集処理量（Ｈ１３実績）：１，７２５ｋｌ 

     内 し尿     ９５６ｋｌ 

       浄化槽汚泥  ７６９ｋｌ 

 

組合分担金（Ｈ１３実績）：１７，３９５千円 

処分先 ：矢部町と同じ 

 

 

処理能力：矢部町と同じ 

 

処理方式：矢部町と同じ 

 

収集処理量（Ｈ１３実績）：２，２７５ｋｌ 

    内 し尿    １，１２５ｋｌ 

      浄化槽汚泥 １，１５０ｋｌ 

 

組合分担金（Ｈ１３実績）：２３，３８９千円 

新町においても引き続き実施す

る。 

 
 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－８ 事務事業名 地球温暖化対策  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 地球温暖化対策実行計画については、合併後新町において策定する。 
太陽光発電システム設置費補助については、合併後、新町において検討する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

地球温暖化

対策実行計

画 

計画名称：矢部町地球温暖化対策実行計画 

策定日 ：Ｈ15 年 2 月 

計画期間：Ｈ15 年度～Ｈ19 年度（５年間） 

計画内容：物品やサービスの購入や使用、建築物の建築・管理・

解体にあたって、167 の配慮項目を設定し、各種燃

料の使用量や、電気・水・コピー等の使用料を削減

し、全ての役場機関から排出される二酸化炭素の排

出を抑制する。 

削減目標：平成１１年度比でＣＯ２を６％削減 

計画名称：清和村地球温暖化対策実行計画

策定日 ：Ｈ16 年度策定予定 

計画期間：Ｈ17 年度～Ｈ21 年度（５年間）

計画内容：矢部町と同じ 

 

計画名称：蘇陽町地球温暖化対策実行計画

策定日 ：Ｈ16 年度策定予定 

計画期間：Ｈ17 年度～Ｈ21 年度（５年間）

計画内容：矢部町と同じ 

 

地球温暖化

対策補助 

名 称：矢部町太陽光発電システム設置費補助金 

目 的：地球環境保全の立場から、環境問題についての町民意

識の高揚に努め、資源循環型社会の形成を目指すとと

もに、町民のクリーンエネルギー利用を積極的に支援

することにより、美しいまちづくりを推進していくた

めに、太陽光発電システムの設置者に対し補助金を交

付する。 

対象者：財団法人新エネルギー財団から予約番号の通知を受領

したもので 

①矢部町に住所を有する者で町内の住宅にシステム

を設置する者。 

    ②集落が管理する集会場等にシステムを設置する者 

補助額：①システムを構築する太陽電池モジュールの最大出力

の当該キロワット数に 67,500 円を乗じて得た額 

     限度額 ２５万円 

    ②新エネルギー財団から交付される補助額と同額 

     限度額 １００万円 

平成１４年度末設置数：１５基 

実施なし 実施なし 

地球温暖化対策実行計画について

は、合併後新町において策定する。 
 
太陽光発電システム設置費補助に

ついては、合併後、新町において検

討する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－９ 事務事業名 病害虫等駆除対策  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 病害虫等駆除対策については、合併後新町においても実施する。 
なお、一斉駆除については必要に応じて適宜対応することとし、防疫剤配布については実施しないこととする。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

一斉駆除 

各集落において対応。現在はほとんど実施してい

ない。 
 
集落において防疫用殺虫剤を散布される場合に

は、噴霧器を貸し出す 
ここ数年は実施なし。 
 
噴霧器保有台数：１台 
使用料：なし 

各集落において対応。現在はほとんど実施してい

ない。 
 

各集落において対応。現在はほとんど実施してい

ない。 
 

防疫剤配付 

防疫用殺虫剤を全戸配布。 
 
平成１５年度 
単 価  ：２４０円／個 

  配 布 数：４，３００個 
  個人負担金：なし 
  総 額  ：１，０８３，６００円 

家庭用防疫剤を希望集落には配布している。 
 
 平成１５年度については購入なし 

発生時対応とし、別途予算計上なし 

合併後新町においても実施する。 
 
なお、一斉駆除については必要に応

じて適宜対応することとし、防疫剤

配布については実施しないことと

する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１０ 事務事業名 環境美化推進事業（クリーン作戦等）  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 環境美化推進事業（クリーン作戦等）については、新町においても引き続き実施する。 
 なお、各事業の実施内容等については合併後新町において調整する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

緑川の日 

毎年４月２９日（みどりの日） 
 
町主催 
町内３ヶ所で清掃活動を実施 
各職場、団体に参加依頼。 
参加人員１５００人 

 

毎年４月２９日（みどりの日） 
 
特別な行事はしていない。 
予算なし。 

 

毎年４月２９日（みどりの日） 
 
特別な行事はしていない。 
予算なし。 

 

環境月間行事 

町広報により啓発記事掲載 ・毎年６月第１日曜日 
・各行政区、各団体にて実施している。 
・実施時期は各地区に一任。 
・行政からはビニール袋、軍手、タオルを配付。 
・毎年５００人程度協力有り。 
・収集物は小峰クリーンセンターに持込み。 
・予算なし。 

各校区の老人会、婦人会等において自主的に実施

 
町広報により啓発記事の掲載 

くまもと・みん

なの川と海づ

くり県民運動 

・毎年県の統一日に実施 
・各種団体に呼びかけ 
・通潤橋周辺を清掃 
・参加人員３００名程度 
 

・毎年７月から８月に実施 
・実施時期は各種団体に一任。 
・主に建設業協会に依頼。文楽館周辺の環境整備 
・川の美化よりも空き缶等の収集が多い。 
・３００人程度の協力あり。 
・予算なし。 

・毎年８月に実施 
・地区毎に実施 
・１，０００人程度の参加 
・予算なし 

新町においても引き続き実施する。 
 
なお、各事業の実施内容等について

は合併後新町において調整する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１１ 事務事業名 公害防止協定  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 公害防止協定については、新町へ引き継ぐ。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

各協定 

現時点での協定なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業廃棄物中間処理業に関する協定書 
平成１４年６月２５日締結 
事業主 世紀東急工業株式会社 
  本町は立会人として協定書に署名 

現時点での協定なし。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産業廃棄物中間処理業に関する協定書 
平成１４年６月２７日締結 
事業主 世紀東急工業株式会社 
  本村は立会人として協定書に署名 

公害防止協定書 
平成３年６月締結 
事業主 有限会社阿蘇科学 
（現在営業休止中） 
 
 

公害防止改善協定書 
昭和６３年２月締結 
事業主 農事組合法人蘇陽ポートリー 
（現在、ビッグランドグループ配送センター蘇

陽農場として業務及び施設管理を引き継いでい

る。） 

新町へ引き継ぐ。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１２ 事務事業名 公害調査  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 公害調査については、新町においても引き続き実施する。 
なお、河川の水質検査の検査項目等については、合併後新町において調整することとし、その他の調査については適宜対応とする。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

公害調査 

公害無し 

 

 

監視として、河川水の水質検査実施 

（７ヶ所 年６回） ２５２，０００円 

 

 

項目 

 ＰＨ．ＳＳ．ＢＯＤ 

 

 一ヶ所のみ、ＤＯ．Ｔ－Ｐ．Ｔ－Ｎを含めた

６項目 

公害無し 

 

 

監視として、河川水の水質検査実施 

（３河川 ７ヶ所 年６回） 

６３０，０００円

 

 

河川水質調査検査項目（９項目） 

①水素イオン濃度   （ｐＨ） 

②浮遊物質      （ＳＳ） 

③生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

④化学的酸素要求量  （ＣＯＤ） 

⑤亜硝酸体窒素    （ＮＯ２－Ｎ）

⑥硝酸体窒素     （ＮＯ３－Ｎ）

⑦アンモニア体窒素  （ＮＨ４－Ｎ）

⑧オルトリン酸態リン （ＰＯ４－Ｐ）

⑨大腸菌群数     （Ｅ－ｃｏｌ）

 

以上９項目 

公害無し 

 

 

監視として、河川水の水質検査実施 

（１０ヶ所 年２回） ２０２，０２０円 

 

 

 

検査項目 

 ①水素イオン濃度（ＰＨ） 

 ②生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

 ③化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 

 ④浮遊物質量（ＳＳ） 

 ⑤溶存酸素量（ＤＯ） 

 ⑥大腸菌群数 

 ⑦全窒素 

 ⑧全燐 

 

  以上、８項目 

新町においても引き続き実施する。 
 
なお、河川の水質検査の検査項目等

については、合併後新町において調

整することとし、その他の調査につ

いては適宜対応とする。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１３ 事務事業名 各種公害法令に基づく届出  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 各種公害法に基づく届出については、新町においても引き続き実施する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

騒音規制法 

環境基準の地域類型 Ａ・Ｃ 
騒音規制法に基づく地域指定 
   特定工場等  ２種・３種 
   特定建設作業 １号 
 
届出数：０件 

環境基準の地域類型 Ｃ 
騒音規制法に基づく地域指定 
   特定工場等  ３種 
   特定建設作業 １号 
 
届出数：０件 

清和村と同じ 
 
 
 
 
届出数：０件 

振動規制法 

地域指定無し 
 
 
 
届出数：０件 

矢部町と同じ 
 
 
 
届出数：０件 

矢部町と同じ 
 
 
 
届出数：０件 

悪臭防止法 

一部地域規制指定有り 
 
 
 
届出数：０件 

地域指定無し 
 
 
 
届出数：０件 

全域規制指定有り 
 
 
 
届出数：０件 

新町においても引き続き実施する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１４ 事務事業名 動物愛護事業（狂犬病予防他）  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 
動物愛護事業（狂犬病予防他）については、新町においても引き続き実施する。 
なお、狂犬病予防事の注射実施日等については、合併後、新町において調整する。 

犬の避妊手術助成の助成金等については、合併後、新町において検討する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

狂犬病予

防事業 

登録犬数：808 頭 

予防注射：上益城獣医師会で実施 

実施日 ：前期 90 箇所 6 日間 

後期 21 箇所 3 日間 

登録料 ：3,000 円／頭 

注射料 ：2,500 円／頭 

注射済票交付手数料：500 円／頭 

鑑札の再交付手数料：1,600 円／頭 

予防注射済票再交付手数料：340 円／頭 

登録犬数：398 頭 

予防注射：上益城獣医師会で実施 

実施日 ：前期 29 箇所 3 日間 

後期  6 箇所 1 日間 

登録料 ：3,000 円／頭 

注射料 ：2,500 円／頭 

注射済票交付手数料：500 円／頭 

鑑札の再交付手数料：1,600 円／頭 

予防注射済票再交付手数料：340 円／頭 

登録犬数：421 頭 

予防注射：南阿蘇獣医師会で実施 

実施日 ：前期 12 箇所 2 日間 

後期  6 箇所 1 日間 

登録料 ：3,000 円／頭 

注射料 ：2,500 円／頭 

注射済票交付手数料：500 円／頭 

鑑札の再交付手数料：3,000 円／頭 

予防注射済票再交付手数料：340 円／頭 

犬の避妊

手術助成 

実施方法:上益城獣医師会矢部支部と委託契約 

避妊料金から個人負担を除いた額を 

委託料として支払う。 

避妊料金：25,200 円／頭 

個人負担：10,000 円／頭 

実施時期：前期（5月）、後期（10 月） 

実施方法：梶原（清和）、坂本（矢部）獣医師 

により行われた避妊手術に対して、補助

金を畜犬主へ支給。 

補助金額：10,000/頭 

個人負担：残額 

実施時期：年間随時 

実施なし 

不要犬・猫

の処理 

犬引取り：38 頭（13 年度） 

  毎週火曜日に保健所が引取りに役場へ巡回。 

猫引取り：住民が直接保健所へ。 

 
犬猫等死骸収集業務 
国道、県道敷においては県地域振興局土木部維持

課に連絡。同課において収集運搬。 
町道敷においては、建設課、環境係において対応。

協議のうえ収集運搬。 
矢部町外２ケ町村衛生施設組合の小峰クリーン

センターに持ち込み焼却処分。 

犬引取り：30 頭程度（13 年度） 

毎週火曜日に保健所が引取りに役場へ巡回。 

猫引取り：住民が直接保健所へ。 

 
犬猫等死骸収集業務 
矢部町と同じ 

犬引取り：41 頭（13 年度） 

毎週水曜日に保健所が引取りに役場へ巡回。 

猫引取り：住民が直接保健所へ。 

 
犬猫等死骸収集業務 
矢部町と同じ 

新町においても引き続き実施す

る。 
 
なお、 
狂犬病予防事の注射実施日等に

ついては、合併後、新町において

調整する。 
 
犬の避妊手術助成の助成金等に

ついては、合併後、新町において

検討する。 
 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１５ 事務事業名 食品衛生協会補助  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 食品衛生協会補助については、合併後、新町において検討する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

協議会名 

上益城郡食品衛生協会矢部清和支会 阿蘇郡食品衛生協会蘇陽支部 阿蘇郡食品衛生協会柏支会 

会員数 

個人：１６８件     法人：３４件 ５１件 ２１件 

会 費 

個人：１，０００円  法人：１，５００円  会 費  ： ３，５００円 
大型事業所：１０，０００円 

会 費  ： ３，５００円 
大型事業所：１０，０００円 

助成金額 

４５，０００円／年 ２５，０００円／年 １５３，０００円／年 ７２，０００円／年 

備 考 

年１回の食中毒防止等の啓発活動

（広報車による呼びかけ）実施時に

役場担当者と一緒に実施 

矢部町と同じ 矢部町と同じ 矢部町と同じ 

合併後、新町において検討する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１６ 事務事業名  合併処理浄化槽設置整備事業補助  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 合併処理浄化槽設置整備事業補助については、新町においても引き続き実施する。ただし、トレンチ方式浄化槽補助を除く。 
 なお、補助金額等については、合併後新町において調整する。ただし、面的整備で合併前からの継続分については、現行の補助金額とする。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

補助対象 

主に居住を目的とした住宅（小規模店舗等を併設し

た住宅を含む。）で処理対象人員５０人槽以下の合併

処理浄化槽を設置する者 

主に居住を目的とした住宅（小規模店舗等を併設し

た住宅を含む。）で処理対象人員２０人槽以下の合併

浄化槽を設置するもの 

主に居住を目的とした住宅（小規模店舗等を併設し

た住宅を含む。）で処理対象人員５人槽以上２０人槽

以下の合併浄化槽を設置するもの 

補助金額 

個別整備： 

５人槽   ３５４，０００円 

７人槽   ４８５，０００円 

１０人槽   ７７０，０００円 

 

面的整備：概ねその全戸に設置する場合 

５人槽   ６２０，０００円 

７人槽   ８５０，０００円 

１０人槽 １，３５０，０００円 

個別整備： 

５人槽  ４００，０００円 

７人槽  ５６０，０００円 

１０人槽  ８００，０００円 

 

面的整備：未実施 

個別整備： 

５人槽  ５００，０００円 

７人槽  ６００，０００円 

１０人槽  ７００，０００円 

 

面的整備：未実施 

設置基数 
８４５基（Ｈ１５．３．１現在） １７４基（Ｈ１５．３．１現在） ２４６基（Ｈ１５．３．１現在） 

その他 

  蘇陽町浸潤トレンチ方式合併処理浄化槽補助 

  

補助金額：設置に要する費用の３割 

  

設置実績：（平成４年度～最終設置平成 11 年度）

５人槽：３基  ６人槽：１基 

７人槽：５基  ８人槽：４基 

１０人槽：２基    合計１５基 

 

※熊本県は未認定のため、国、県補助なし。 

蘇陽町の単独補助。ここ数年実施なし。 

新町においても引き続き実施す

る。 
ただし、トレンチ方式浄化槽補

助を除く。 
 
なお、補助金額等については、

合併後新町において調整する。 
ただし、面的整備で合併前から

の継続分については、現行の補

助金額とする。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１７ 事務事業名 廃棄物処理計画等  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 廃棄物処理計画については、３町村の現状等を考慮し、合併後新町において新たに策定する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

廃棄物処

理計画 

矢部町廃棄物処理計画 

策定日 ：平成 15 年 3 月 

計画期間：平成 15 年 4 月～平成 16 年 3 月 

計画内容： ・目的 

      ・一般廃棄物の排出状況 

      ・処理計画 

        ごみ処理計画 

生活廃水処理実施計画 

清和村廃棄物処理計画 

策定日 ：H15.3 

 計画期間：H15.4～H16.3 

 計画内容：矢部町と同じ 

蘇陽町廃棄物処理計画 

策定日 ：H15.3 

 計画期間：H15.4～H16.3 

 計画内容：矢部町と同じ 

ごみ処理

計画 

矢部町分別収集計画 

 策定日 ：平成 14 年 6月 

 計画期間：平成 15 年 4月～平成 19 年 3月 

      3 年ごとに見直し 

 計画内容： 

・計画策定の意義 

  ・基本的方向 

  ・計画期間 

  ・対象品目 

  ・各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込（法第 8条第 2項第 1号） 

  ・容器包装廃棄物の排出量抑制のための方策に関する事項（法第 8条第 2項第 1号） 

  ・分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係

る分別の区分（法第 8条第 2項第 3号） 

  ・各年度において得られる分別基準適合物の特定分別機順適合物毎の量及び第 2 条第 6

項に規定する主務省令で定める者の量の見込（法第 8条第 2項第 4号） 

  ・分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第 8条第 2項第 5号） 

  ・分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第 8条第 2項第 6号） 

  ・その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第 8条第 2項第 6号）

  ・特記事項  ①容器包装廃棄物のフロー  ②第 5項：排出量の見込について 

矢部町分別収集計画 

 策定日 ：H14.6 

 計画期間：H15.4～H19.3 

      3 年ごとに見直し

 内 容 ：矢部町と同じ 

蘇陽町分別収集計画 

 策定日 ：H14.6 

 計画期間：H15.4～H19.3 

      3 年ごとに見直し

 内 容 ：矢部町と同じ 

３町村の現状等を考慮し、合

併後新町において新たに策定

する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１８ 事務事業名 環境に関する条例  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 環境に関する条例については、３町村の現状等を把握し、合併後、新町において新たに策定する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

 

美しいまちづくり条例 
  平成６年６月２８日制定

 

光源の適正化による星空保全及び資源の節

約に関する条例 
平成１４年６月制定

蘇陽町環境美化条例 
  平成６年３月２４日制定

 
蘇陽町環境保全条例 

  平成６年３月２４日制定

 

３町村の現状等を把握し、合併後、

新町において新たに策定する。 

 



様式２ 
 

矢部・清和・蘇陽合併協議会 事務事業調査票  
 

専門部会名 厚 生 分科会名 環境・衛生  提出責任者 専門部会長 佐野 光一 
事務事業番号 ３５－１９ 事務事業名 附属機関（公害対策・環境保全審議会）  〃 分科会代表 甲斐 主税 

 

調整方針 附属機関（公害対策・環境保全審議会）については、合併後、新町において検討する。 

 
調査項目 矢 部 町 清 和 村 蘇 陽 町 調整方針 

名 称 
矢部町公害対策審議会 設置なし 蘇陽町環境保全審議会 

設立目的 

矢部町における公害の防止について必要な事項を

調査、審議すること。 
 蘇陽町の環境保全に伴う重要事項を調査審議する

こと。 

組 織 

定員 １０名以内（現在６名） 
町議会議員       名 
農業団体の役職員    名 
商工業団体の役職員   名 
関係行政機関の職員   名 
知識経験者       名 
 

任期２年 

（Ｈ１４.６.１２～Ｈ１６.６.１１） 

 定員 １２名以内（現在１２名） 
町議会議員         ２名 
関係行政機関の職員     ２名 
関係住民団体等の代表者   ５名 
その他町長が必要と認めた者 ３名 
 

 

任期２年 

（Ｈ１５.４.１～Ｈ１７.３.３１） 

協議内容 

・公害対策の基本方針の樹立に関すること 
・公害の未然防止及び除去の対策に関すること 
・その他公害に関すること 

  

報酬等 

委員長  ６，１００円 
委員   ６，０００円 
 
Ｈ１４年度は１回実施。（実働なし） 

 報酬及び費用弁償に関する条例に定めるところに

よる 
 
Ｈ１４年度は１回実施。（実働なし） 

合併後、新町において検討する。 

 


